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広
島
県
プ
ロ
ゴ
ル
フ
協
会 

細
則 

 
 

第
一
章 

研
修
競
技
会 

（
以
下
当
会
と
す
る
） 

 
 
 

第
一
条 

 

当
会
は
、
年
間
二
回
以
上
開
催
す
る
。
（
予
選
を
兼
ね
た
研
修
競
技
会
も
含
む
） 

 
 
 

第
二
条 

 

当
会
は
、
適
宜
開
催
コ
ー
ス
を
選
び
行
う
。 

第
三
条 

 

当
会
は
、
十
八
ホ
ー
ル
・
ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
と
す
る 

第
四
条 

 
当
会
は
、
競
技
の
ラ
ン
キ
ン
グ
付
け
を
す
る
。 

 
 
 

第
五
条 

 
当
会
の
当
日
会
費
は
、
三
千
円
と
す
る
。 

 
 
 

第
六
条 

 

会
員
は
、
当
会
に
於
い
て
ス
コ
ア
八
十
ス
ト
ロ
ー
ク
以
上
か
ら
、
一
ス
ト
ロ
ー
ク
に
つ
き
二
百
円
を
罰
金
と 

し
て
本
会
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
上
限
を
二
千
円
と
す
る
。 

 
 
 

第
七
条 

 

当
会
に
於
い
て
、
競
技
に
失
格
し
た
場
合
は
罰
金
と
し
て
三
千
円
を
本
会
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 

第
八
条 

 

当
会
に
於
い
て
、
途
中
棄
権
す
る
場
合
は
、
会
長
又
は
当
日
の
代
表
者
に
理
由
を
申
し
出
て
罰
金
な
ど
の 

 

懲
罰
の
判
断
を
仰
ぐ
も
の
と
す
る
。 

第
九
条 

 

当
会
に
お
い
て
無
届
で
欠
席
し
た
場
合
は
懲
罰
金
三
千
円
を
本
会
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
欠

席
の
連
絡
は
、
当
日
の
一
組
目
三
十
分
前
ま
で
に
す
る
事
。
連
絡
が
無
い
場
合
は
無
断
欠
席
と
み
な
す
。 

第
十
条 

 

研
修
会
を
一
回
以
上
参
加
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
県
内
オ
ー
プ
ン
競
技
に
、
当
会
か
ら
の
枠
で
は
参
加
で
き
な

い
も
の
と
す
る
。 

 

第
二
章 

運
営
費 

第
十
条 

 

役
員
の
日
当
及
び
旅
費
交
通
費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

第
十
一
条 

役
員
の
満
期
終
了
時
の
礼
金
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。 

一 
 
 

会
長
・
事
務
局
長 

 
 
 
 
 

一
期 

二
万
円 

二 
 
 

副
会
長
・
事
務
局
補
佐 

 
 

 

一
期 

一
万
円 

第
十
二
条 

本
会
員
の
慶
弔
等
に
対
し
、
本
会
の
贈
呈
金
額
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 
 
 

日
本
プ
ロ
資
格
認
証 

 
 
 
 
 
 

 

一
万
円 

二 
 
 

会
員
本
人
の
死
亡
香
料 

 
 
 
 
 

 

一
万
円 

三 
 
 

会
員
の
配
偶
者
の
死
亡
香
料 

 
 
 
 

一
万
円 

四 
 
 

会
員
の
父
母
、
子
の
死
亡
香
料 

 
 
 

一
万
円 

五 
 
 

会
員
の
結
婚
祝
金 

 
 
 
 
 
 
 
 

一
万
円 

（
注
）
そ
の
他
の
祝
事
、
及
び
慶
弔
電
報
、
生
花
に
つ
い
て
は
会
長
に
一
任
す
る
。 

 
 
 

第
十
三
条 

納
入
金
額 

一 
 
 

入
会
金 

 
 

一
万
円 

二 
 
 

年
会
費 

 
 

五
千
円 

 
 
 

第
十
四
条 

退
会
者
の
再
入
会
、
休
会 

 
 
 
 
 

一 
 
 

懲
罰
に
よ
っ
て
除
名
と
な
っ
た
者
の
再
入
会
は
、
懲
罰
委
員
会
に
於
い
て
検
討
の
後 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

会
長
が
入
会
の
判
断
を
す
る
。 

な
お
、
入
会
金
に
つ
い
て
は
全
額
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 

二 
 
 

そ
の
他
の
再
入
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

入
会
、
及
び
入
会
金
（
免
除
又
は
一
部
納
入
）
に
つ
い
て
は
、
会
長
に
一
任
す
る
。 

 
 
 
 
 

三 
 
 

休
会
届
を
提
出
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
「
休
会
」
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

 
 
 
 
 

四 
 
 

休
会
中
の
会
員
は
、
年
会
費
を
免
除
と
す
る
。
但
し
、
広
島
県
ジ
ュ
ニ
ア
ス
ク
ー
ル
に
携
わ
っ
て
い
る 

場
合
は
年
会
費
を
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 

五 
 
 

満
七
十
歳
を
超
え
た
会
員
の
年
会
費
は
免
除
と
す
る
。 

  

附
則 

 

一
、
会
長
は
役
員
会
に
諮
り
本
細
則
を
追
加
、
削
除
、
ま
た
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る 

 
 
 
 
 

二
、
本
細
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
五
日
よ
り
実
施
す
る 

 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
十
六
年
三
月
十
日
一
部
改
定 

 
 
 
 

平
成
十
七
年
三
月
八
日
一
部
改
定 

 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
十
九
年
三
月
一
日
一
部
改
定 

 
 
 
 

平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
一
部
改
定 

 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
一
部
改
定 

 

平
成
平
成
二
十
二
年
二
月
二
十
二
日
一
部
改
定 

 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
四
日
一
部
改
定 

 

平
成
二
十
七
年
四
月
七
日
一
部
改
定 

 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
一
部
改
定 

 
 

平
成
二
十
九
年
四
月
六
日
一
部
改
定 

 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
二
年
四
月
九
日
一
部
改
訂 

 
  
  
  
  
  

令
和
六
年
一
月
十
八
日
改
訂 

 
  


